
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

ご
存
じ
で
す
か
？

▪
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

～
特
許
期
間
を
経
過
し
た
新
薬
と
同
じ
有
効

成
分
を
持
つ
薬
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
～

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
よ
り
価

格
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
品

質
や
安
全

性
に
つ
い
て

も
、
薬
事

法
の
厳
正

な
基
準
を

満
た
し
て

い
ま
す
。

　

詳
し
く
知
り
た
い
方
、
薬
を
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し
た
い
方
は
、
か

か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９

23
局
０
１
８
０

お
盆
の
し
尿
く
み
取
り

申
し
込
み
は
お
早
め
に
！

　

お
盆
前
は
、
し
尿
く
み
取
り
の
依
頼
が

集
中
し
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
く
み

取
り
を
希
望
さ
れ
る
方
（
計
画
収
集
地
区

の
方
は
除
く
）
は
、
電
話
に
て
お
早
め
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
時
間
＝
市
役
所
執
務
時
間
中

▪
く
み
取
り
作
業
に
ご
協
力
を

◦
便
槽
の
く
み
取
り
口
に
物
を
置
か
な
い

で
く
だ
さ
い
。

◦
便
槽
の
種
類
に
よ
っ
て
は
水
を
入
れ
な

い
と
汚
物
な
ど
が
下
が
ら
ず
、
き
れ
い

に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
留
守

に
す
る
と
き
は
、
水
（
バ
ケ
ツ
２
杯
程

度
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

◦
転
居
ま
た
は
転
出
、
ト
イ
レ
の
廃
止
な

ど
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
早
め
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
衛
生
セ
ン
タ
ー

☎
45
局
３
０
０
０

45
局
３
５
３
７

下
水
道
に
異
物
を
流
さ
な
い
よ
う
に

お
願
い
し
ま
す
！

　

最
近
、
下
水
道
施
設
へ
の
異
物
の
流
入

ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
に
な
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
本
人
お
よ
び
配
偶
者
、

世
帯
主
の
所
得
で
審
査
し
ま
す
。

▪
免
除
な
ど
の
申
請
対
象
期
間

◦
毎
年
７
月
～
翌
年
６
月

※
申
請
書
の
受
付
日
か
ら
２
年
１
カ
月
前

ま
で
の
未
納
期
間
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▪
申
請
年
度
の
直
前
の
１
月
２
日
以
後
に

田
原
市
に
転
入
さ
れ
た
方

前
住
所
地
の
所
得
証
明
（
控
除
額
記
載

の
も
の
）
が
必
要
で
す
。

▪
失
業
さ
れ
た
方

失
業
を
示
す
書
類
（
離
職
票
ま
た
は
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
）が
必
要
で
す
。

▪
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方（
一
部
対
象
外
の
学
校
あ
り
）

は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
を
ご
利
用

で
き
ま
す
。
申
請
に
は
、
学
生
証
（
有
効

期
限
が
分
か
る
も
の
）
が
必
要
で
す
。

※
学
年
ご
と
に
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９

23
局
０
１
８
０

▼
豊
橋
年
金
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）33
局
４
１
１
１

が
多
発
し
て
い
ま
す
。
故
障
の
原
因
に
な

り
、
適
切
な
汚
水
処
理
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
異
物
を
流
さ
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

▪
流
し
て
は
い
け
な
い
も
の

◦
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
乳
幼
児
用
お
し
り
ふ
き

な
ど
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
紙

◦
野
菜
く
ず
や
ご
飯
の
残
り
、
天
ぷ
ら
油

　

※
排
水
管
が
詰
ま
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

◦
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
な
ど
揮
発
性
の
高
い

危
険
物

　

※
下
水
道
管
の
中
で
爆
発
を
起
こ
す
原
因

に
な
り
ま
す
。

▼
下
水
道
課　

☎
23
局
３
５
２
５

22
局
３
１
８
４

▼
下
水
道
課
（
渥
美
支
所
内
）

☎
33
局
１
１
１
３

32
局
２
５
０
６

屋外広告物の実態調査を実施

　屋外広告物の表示や設置の状況を把握
するために調査を行います。
　市民の皆さんのご理解とご協力をお願い
します。

▪実施期間
７月１4日（月）～９月３０日（火）

▪対象地域
国道４２号および２５９号沿線に表示、設
置されている屋外広告物

▪調査方法
屋外広告物の外観の確認と写真撮影を
行います。
※調査は市が委託した業者が実施。調査

員は、身分証明書を携帯します。
※調査員が、個人情報などの聴き取り調

査を行うことはありません。

▶街づくり推進課☎23局3535
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